
無拠出
（事業者の費用負担で、登録者本人
の掛け金なし）
１５年間支給
（満６０歳から満６６歳の間で支給
開始）
年２回支給
（６月と１２月の各１５日）
年間２５万円支給
（源泉所得税等源泉徴収前）

港湾労働者年金の加入者（登録者）の
みなさまへ
港湾労働者年金（港湾年金）をもらうためには

（参考）港湾年金とは

【年金をもらうために必要な手続き】
年金をもらうためには、下記の受給資格要件を全て満たした上で、安定協会への手続き
（登録者自身が事業者を通じて裁定請求）を行うことが必要です。

受給資格要件を満たして退職した日（または満６６歳の誕生日）から５年を経過する
と、裁定請求を受けられなくなりますので、ご注意下さい。

港湾年金は、年金受給中に再就職すると、その支給は一旦停止しますが、必要な届出
を行うことで、支給が再開されます。

➡年金受給中に再就職した場合等の取扱いについては、裏面をご覧下さい。

年金受給中に、以下の届出を行わないと、年金が受け取れなくなりますので、必ず手
続きをして下さい。
①　現況届の提出（年１回）

提出していただかないと港湾年金を支給できなくなります。

②　住所変更届（住所が変わった場合）
提出していただかないと安定協会から送付する現況届の用紙が届かなくなりま
す。

③　年金受け取り口座の変更の場合の届出
提出していただかないと港湾年金の振り込みができなくなります。

➡年金受給中の方がお亡くなりになった場合の取扱いについては裏面をご覧下さい。

港湾年金は、港湾運送業界独自の年金制度で、港湾年金の登録事業者（年金制度に加入
している港湾運送事業者）であって、港湾運送の仕事に従事する労働者を雇用した事業
者から安定協会に申請が行われ、加入要件を満たすことが確認されることにより、退職
後、年間２５万円の年金が１５年間受け取れます。

①　港湾年金の登録者であること
②　港湾の適用職種（年金規程に定める年
金適用職種）に満６５歳の誕生月までに
通算１８年間（２１６か月）以上従事す
ること
➡退職・転職時の勤続期間の取扱いに
ついては裏面をご覧下さい。

③　５５歳以降に港湾運送の仕事を退職し
たこと、または、港湾運送の仕事に勤続
中に満６６歳になったこと

【特徴】 【受給資格要件】



受給のための裁定請求の手続、その他、港湾年金に関することについては、あな
たが働いている事業者、または、働いていた事業者へご相談ください｡(申し出て
も応じてもらえない場合は、当協会または地区の港運協会へご連絡下さい｡）

一般財団法人 港湾労働安定協会
電話：０３－５４７３－４３６３(港湾年金事務担当部署直通）

※令和７年４月１日現在の内容　詳細は年金規程をご確認ください｡

年金受給は受給者の方の死亡の月をもって終了しますので、速やか
に安定協会までご連絡下さい。
この場合、ご遺族（配偶者、１８歳未満の子に限る｡）に、遺族見
舞金（一時金）が支給されます（一定の要件あり)。

年金受給中に港湾運送の仕事に再就職して６か月以上継続して適用職種に従事した場
合、その間は受給できませんが、再度、退職した場合、これ以降、残りの期間分の年金
が受給できます（下図のＡ期間とＢ期間を足して１５年間（１８０か月）です｡)。

港湾運送事業者を退職したり、適用職種に従事しなくなったときは、登録者でなくなり
ます。
ただし、港湾運送事業者を退職した後、一定期間以内（自己都合退職の場合は１年未
満、会社都合退職の場合は３年未満）に、港湾年金の登録事業者に再就職した場合等に
は、受給資格要件上の勤続期間が通算されます（下図では、勤続年数はＸ年＋Ｙ年とな
ります｡)。

遺族見舞金は、受給権者の死亡した日から5年を経過すると、もらえ
なくなりますので、ご注意ください。

再就職先を退職されたときや再就職中に満６６歳になったときは、以下の届が必要です。
提出されないと年金の支給は再開されませんので、ご注意下さい。
◇ 再就職先を退職・・・・・・・「再退職届」
◇ 再就職中に満６６歳到達・・・「６６歳届」

転職に伴う中断期間が一定期間を過ぎると、勤続期間が通算されなくなりますので、ご注
意下さい。

年金受給（Ａ期間） 年金支給停止期間

働いている期間

年金受給（Ｂ期間）

A社
（勤続Ｘ年）

Ｂ社
（勤続Ｙ年）

転職に伴う
中断期間

再就職届 再退職届

このリーフレットは下の
QRコード（当協会HPの
「港湾労働者年金関係資
料」ページ）からダウン
ロードできます。

退職・転職時の勤続年数の取扱い

年金受給中に再就職した場合の取扱い

年金受給中の方がお亡くなりになった場合の取扱い


